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3.11 を忘れない  

今、わたしたちにできること    

柏崎刈羽原発の再稼働反対と廃炉を求める会  

泉田県知事に申入れ

 



開催 

◇解説：「原子力防災対策」◇  

 上越市は 2013 年 3 月に「上越市地
域防災計画 原子力災害対策編」を策定
し、年度末を目標に市民に配布するパン
フレットを作成中です（妙高市、糸魚川
市でも「原子力災害対策編」を現在策定
中）。ところで、この「原子力災害対策」
はどのような流れで作られるのでしょ
うか。 
まず、策定の根拠は「災害対策基本

法」。原子力災害については 1999 年に
「原子力災害対策特別措置法（原災法）」
が施行され、福島第一原発事故後 2013
年 6 月に改正されています。「原災法」
に基づき「原子力規制委員会」では「原
子力災害対策指針（指針）」を定めます
（2013 年 9 月に改正）。これに則って
国の「防災基本計画原子力災害対策編」
があり、県の「地域防災計画 原子力災
害対策編」が作られます。各市町村は、
規制委員会の「指針」、国、県の「原子
力災害対策編」に基づいて、それぞれの
地理的条件などの諸条件を踏まえなが
ら「原子力災害対策編」を策定します。
当然のことながら、これには原子力事業
者が災害時に取るべき措置も規定され
ます。 
でも「原子力災害対策編」が策定され

たからといって、市民の安全が確保され
るわけではありません。上越市でも、実
効性を確保するための課題として、避難
先の確保、避難ルート、移動手段の確保、
緊急時モニタリング体制の整備、緊急被
曝医療体制の整備等を掲げています。具
体的な「避難計画」はこれから作られて
行くことになります。 
ここで目を向けなければならないの

は、具体的な「避難計画」がそれぞれの
地域に応じて作られたとしても、それで
「安心」ということにはならないという
ことです。過酷事故が一旦起きてしまえ
ば、チェリノブイリの例を見ても、福島
第一原発事故後の現状を見ても、かりに
計画通りの避難ができたとしても被曝
を 100％逃れる保証はなく、また汚染
は確実に進んでしまいます。しかも原発
事故は原発の稼働中に起きるばかりで
なく、稼働していなくても、そこに使用
済み核燃料等が山のようにある限り、い
つでも起こり得るのです。当然のことな
がら「原子力災害対策」は可能な限り「万
全」を期す必要がありますが、いくら「万
全」の「原子力災害対策」が立てられよ
うと、だからといって、それは「再稼働」
のための条件にならないのです。私たち
が「原子力災害対策」を考えるとき、い
つもこのことを念頭に置かなければな
りません。 

 

 

★  ★



～上越市・防災担当者の方からの感想～ 
 
 〈  五十嵐さん  〉  
 皆さんから貴重なご意見いただきま
した。今後に生かしていきたいと思って
います。ありがとうございました。  
 
〈  笠松さん  〉

 
 

 みなさんの質問に対し、明確な回答
がなかなかできないのが正直、今の現
状です。ただ、そこに原発がある限り、
行政としてはこういった計画を作る必
要があり、その中で、どうしたら実効性
のある計画を立てられるか、今考えて
いるところですので、ご理解いただきた
いと思います。  

～説明会を終えて～ 

 原子力防災について考えれば考え
るほど、その困難さに行きつかざるを
得ない。でもさまざまな状況を念頭に
置きつつ防災計画は作られなければ
ならない。どのように知恵を働かしても
「完璧 」な計画はあり得ず、住民の不
安は消えない。「策定担当者のご苦
労ははかり知れない」というのが率直
な感想だ。「核エネルギー」を導入し
てしまった人類のジレンマ。私たちは
将来世代のためにこのジレンマに耐
えなければならない。そして一刻も早く
「核エネルギーからの脱却 」を図らな
ければならない。   
           （司会担当：片岡） 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

編集後記 
 昨年、秘密保護法反対の嵐が吹き荒れました。 
多くの国民の不安や疑問を払拭しないままに、法
案は可決されてしまいました。でも、世の中おか
しいじゃない!と言う国民の声がある限り、誰も法
律でその声を止めることはできないと思います。
私たちの脱原発の活動もしかりです。（K） 

 

私の思い  

 任意団体「高田教区震災支援有志会」は、
福島で生活物資を必要としている人たちのた
めの青空市場」（福島県二本松市）に毎月物資
を届けたり、現地で炊き出しなどを行っていま
す。詳しくはお問い合わせください。 
連絡先 豊島さん(090-7270-4078) 

 
★ 会報「つなぐ」を置いて下さるお店や場所 
   を募集しています。ぜひご紹介下さい。 

 

  
 

 

 
 10万人署名（二次締切 3/11）に向けて、一斉
署名デーとして毎週日曜日に戸別訪問署名
活動を行っています。自分のやりたい町内を
申告し、同日に一斉に行います。ぜひご参加
下さい。（日曜が無理の場合は各自都合の良
い時に行います。） 
  日時：毎週日曜日 14：00～16：00  
  会場：各自ご自由に   
  実施の前に大坪までご連絡下さい。 
  （携帯：090-7001-6743 または 
  PC メール：kazue18yes@yahoo.co.jp) 

 
   毎月第一日曜日 14:00～16:00 
   会場 上越市市民プラザ 

 
毎月第三金曜日 19:00～21:00 

   会場 上越市市民プラザ 2F 
  誰でもが気軽に参加できる場です。 
  ぜひお出かけください。 
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